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国会「エネルギー基本計画」　原発を推進　　　　　　　　　　ｐいったん削除を決めた東京電力の福島原発事故への「反省」は復活させたものの、原発を「重要なベースロード電源」と位置づける立場は変えず、口先だけの反省で原発依存を続ける姿勢を明らかにしたものです。東日本大震災にともなう原発事故はいまだに収束のめどさえ立っていないのに、原発依存を続けることは、被災者と国民の気持ちを踏みにじるものです。原発の再稼働や新増設、原発輸出などに突き進むのは絶対に許されません。
教育委員会制度の改革案　首長の下に　　　　　　　　　　　　　　ｐ現行の教育委員長と教育長を統合し、新たな教育長を設け、自治体の首長が任命権を持つなどが内容です。 日本共産党は、教育委員会を首長の下請け機関にして教育支配を歯止めなく拡大するこの法案を阻止するために論戦に挑みます。
改憲手続き法（国民投票法）　戦争をする国に　　　　　　　　　　　　　ｐ明文改憲にも解釈改憲にも反対というのが国民の多数です。いったい何のため、誰のための改憲手続き法の改定なのか。　日本共産党は、「国民は改憲を望んでいない」「同法は改定でなく廃止すべきだ」と批判。改憲を許さない国民世論を背に、国会での審議に臨みます。
医療・介護総合法案　社会保障の改悪　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ医療分野では、病気になって入院しても、早期退院を迫られます。　　　　　　　ｐ介護保険では、①　要支援１、２の人が介護保険を受けられない。②　一定所得の人は利用料が１割から２割負担に引き上げられる。③　特別養護老人ホーム入所を原則「要介護３以上」に限定します。　憲法２５条にもとづき国が責任をもつ社会保障から、国民に「自己責任」「自助努力」を迫る「社会保障」への大転換を狙う大改悪にはまったく道理がありません。
派遣法改悪　「生涯ハケン」押し付け　　　　　　　ｐ改定案は、労働者派遣の大原則を投げ捨て、企業が派遣を「常用」できるようにする大改悪案です。働く者にとっては、正社員になる道が閉ざされ、不安定雇用のまま「生涯ハケン」が押し付けられることになります。　日本共産党は、このような大改悪に断固、抗議するとともに、法案の成立を断念するよう政府に強く求めるものです。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）
桑名市議会　　　　議会の広報広聴委員会て何だろう。
　　　　　　　　　　　ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　　　　　　ｐ広報広聴委員会の設置目的は、「議会の活動状況に関する情報を広く市民に知らせるとともに市民の多様な意見を聴き、もって市民の議会に対する関心を高めるため」（第１条）であるとなっている。
　所掌事務は、「（１）桑名市議会だよりの編集及び発行に関すること。（２）議会のホームページに関すること。（３）議会と市民との議会報告会に関すること。（４）その他議会の広報及び広聴に関すること。を処理する」（第２条）となっている。
　発足の時から主張しているのだが、議案に対する反対意見が生かされない。行政側の説明になってしまい、議会の機能が発揮できない所に問題があると考えている。議会だよりに議案に対する反対の討論を載せなければ意味が半減である。
福祉安全委員会・協議会（４月１５日）

1、 今年度の事業評価対象事業の検討を行った。今年からは委員会としての

提案ではなく、事業評価も同時にできる事業を選ぶことに変わってきた。私は、生活保護就労事業と自主防災組織育成事業を提案した。他に７つほど出され、協議の結果、自主防災組織育成事業と音楽療法推進事業に決まった。来週以降に当局から聞き取りを行い、他市の視察内容などを検討していく。

2、 報告事項が４点あった。

1 地域包括支援センターの機能強化　　中央地域包括支援センターが機能強化
の名の下で、担当している精義地区がはずされ（東部に移管）、今後各地域包括支援センターに対するマネジメントの役割を果していく。これで市直営のセンターはなくなり、総てが民間委託となる。質の低下が心配だ。

2 国保税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告　　低所得者に対する２
割・５割軽減世帯の対象拡大と後期高齢者支援分（１４万円→１６万円）と介護納付金分（１２万円→１４万円）の賦課限度額のアップ。１月の国保運営協議会の時に分かっているのに何故専決処分するのか憤慨する。

3 第２期国保財政健全化計画の報告　　疑問点が沢山あったが、国保税は昨年
度の決算が出てから検討するとのこと。

4 健康増進施設事業民間活力(ＰＦＩ手法等)導入可能性調査実施スケジュール

導入可能性調査とあるが、やるのが前提らしい。６人の委員中４名が職員なのは合点がいかない。市長はあらたに税金の投入はしないといっているらしい。
「生活保護基準引き下げの裁判」

４月１日、「生活保護基準引き下げの裁判」についての説明会が行われました。
当日は、桑名市内で「生活保護基準引き下げ」に対して、再審査請求をしている方のうち７名の参加があり、木村夏美弁護士（津市ビオス法律事務所）から以下の内容で説明がありました。
１、審査請求・再審査請求から裁判への流れと審査請求・再審査請求との違いについて説明。裁判は、充実審理、厳格・慎重で「意見陳述」「口頭弁論」「証人尋問」「検証」等がある。裁判は、過去の例から５年―１０年かかる長期戦になる。
２、裁判の成果については、朝日訴訟の場合、「人間裁判」であり国民的な議論を起こし生活保護算定方式の変更、保護基準の著しい上昇をもたらした。その他の生存権裁判の場合、「反貧困」運動における柱となり、基準引き下げの阻止（２００７年）、母子加算復活（２００９年）、基本合意（２０１０年）に役立っている。当事者の力、運動の広がりと裁判との連動が重要である。
３、原告になるということは、生活保護の利用者（２１６万 人、１６０万世帯）の代表として「原告団、支える会、弁護団」のトライアングルを構成し、報告集会、学習会、シンポジウムに参加していく。マスコミ報道もされ、予想されるさまざまな反応で、「勇気を与える」存在になり、数多くの「声なき声」の存在、掘り起こし、励ましを行い、社会保障全体の問題として、「健康で文化的な最低限度の生活」のあり方に関する「生き証人」となり、ナショナルミニマムの向上のために頑張っていく。
４、裁判にかかる費用は、裁判所に納める費用（印紙代、切手代）と弁護士費用（法テラスが利用可能）です。生活保護利用者は、月賦返済が猶予され、事件終結時に生活保護を受給している場合には、返済が免除されます。
５、今後の手続については、７月に予定されている全国一斉提訴にあわせて、三重県では津地方裁判所（本庁）に提訴の予定です。４月中に、弁護士に対して委任状、法テラス利用申込書、生活保護を利用していることがわかる書類、世帯全員の住民票を提出して頂きます。その後、個別の方への生活状況について、弁護士が中心になって聞き取りを行い、訴状の準備をしていきます。
｢年金の引き下げ｣についても、同様の取り組みが桑名年金組合で行っています。
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吉野山の桜　三景　(４月１３日)
星野公平の昨年度（２０１３年度）の本会議での質問内容

(エクセルです。ダウンロードで)
Ｎｏ．２０８　　　　２０１４年　４月　１７日
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発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室
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日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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